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府 政 経 シ 549 号  

令和７年 12月 25日 

各省庁等ＰＦＩ担当局長 殿 

各都道府県ＰＦＩ担当部長 殿 

各都道府県市区町村担当部長 殿 

各指定都市ＰＦＩ担当部長 殿 

内閣府政策統括官（経済社会システム担当） 

（ 公 印 省 略 ）  

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業における物価変動の影響への対応について 

平素よりＰＰＰ／ＰＦＩの推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

物価変動の影響への対応に関しましては、これまでも、「ＰＦＩ事業実施プロセスに関する

ガイドライン」及び「契約に関するガイドライン－ＰＦＩ事業契約における留意事項について

－」（いずれも民間資金等活用事業推進会議決定）を改正したほか、「PPP/PFI事業における物

価変動の影響への対応について」（令和６年１月 19 日府政経シ第 24 号）、「ＰＦＩ事業におけ

る民間事業者の創意工夫の最大化と適正利益が確保される環境構築の推進について」（令和６

年７月３日事務連絡）及び「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業における物価上昇の影響への対応について」

（令和７年３月 31日府政経シ 206 号）を通じて、適切に御対応をいただくよう、周知してま

いりました。 

今般、「「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える

～」（令和７年 11 月 21 日閣議決定）において、官公需における物価上昇等を踏まえた単価の

見直しや値上がりに対応する予算の確保、公共事業等における労務費確保の必要性や近年の資

材価格の高騰の影響等を考慮した適切な価格転嫁等が盛り込まれ、政府全体として、物価上昇

を踏まえた官公需の価格転嫁を徹底することが示されたところです。 

この趣旨を踏まえ、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業においても、新たに契約する際に、予定価格の算出

時点を後ろ倒しするなど、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を予定価格に適

正に反映させるとともに、契約締結後においても、契約金額にも適正に反映させるため、サー

ビス対価改定の基準時点を前倒しすること、契約締結後に受注者から協議の申出があった場合

には誠実に協議に応じること等により、実勢に応じた必要な契約変更を実施するなど、適切な

対応を図るよう、改めてお願いいたします。 

都道府県市区町村担当部長におかれては、貴管下の市区町村（指定都市を除く。）に対して

も本通知について周知いただくようお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に基づく技術的

な助言であることを申し添えます。 

以上 
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物
価

変
動

に
対
応

す
る
た
め
の
各
種

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

の
改
正

物 価 指 数

物
価
指
数
の
例
示
は
削
除
した
上
で
、以

下
を
明
記

・市
場
価
格
へ
の
感
応
度
が
高
く、

対
象
業
務
・費
目
と連

動
した
指
数
を
採
用
す
べ
き

・民
間
事
業
者
との
協
議
で
決
定
す
べ
き

予 定 価 格 ・ 対 価 改 定
導
入
可
能
性
調
査

時
点
の
水
準

契
約
日
の
水
準

労
務
、資

材
等
の
物
価
変
動
を
反
映

物
価
水
準

・で
き
る
限
り予

定
価
格
の

算
出
日
を
後
ろ
倒
し改
正
後
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

契
約
日

導
入
可
能
性

調
査
時
点

契
約
金
額

改
定
日

入
札
公
告
日

・ で
き
る
限
り

契
約
金
額
改
定
の

基
準
日
を
前
倒
し

改
正
前
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

改
正
後
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

契
約
金
額
改
定
の
基
準
とな
る
物
価
指
数
を
例
示

・企
業
向
け
サ
ー
ビス
価
格
指
数

・実
質
賃
金
指
数

等
名
目
賃
金
上
昇
よ
り物

価
上
昇
が

大
き
い
場
合
に
減
少

現
状
、契

約
金
額
改
定
の

基
準
日
とさ
れ
るこ
とが
多
い

現
状
、

契
約
金
額
改
定
で

反
映
す
る物

価
変
動

現
状
、予

定
価
格
が

算
出
され
るこ
とが
多
い

○
PF

I事
業
に
お
け
る
物
価
変
動
へ
の
適
切
な
対
応
方
針
を
示
す
た
め
、P

FI
に
関
す
る
ガ
イド
ライ
ン等

を
改
正

（
令
和
６
年
６
月
３
日
、令

和
７
年
６
月
４
日
改
正
）

○
PF

I推
進
委
員
会
（
有
識
者
会
議
）
で
の
審
議
を
経
て
、P

FI
推
進
会
議
（
閣
僚
会
議
）
で
決
定
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○
管
理
者
等
は
、予

定
価
格
に
市
場
に
お
け
る
労
務
及
び
資
材
等
の
最
新
の
実
勢
価
格
を
適
切
に
反
映
させ
る
こと
が
必
要
で
あ
る
こと

【プ
ロ
セ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
】

○
で
き
る
限
り予

定
価
格
の
算
出
時
点
の
後
ろ
倒
し
及
び
サ
ー
ビス
対
価
改
定
の
基
準
時
点
の
前
倒
しを
行
い
、両

時
点
を
近
づ
け
る
とい
った
対
応

に
よ
り、
労
務
、資

材
等
の
物
価
変
動
を
適
切
に
サ
ー
ビス
対
価
に
反
映
させ
る
必
要
が
あ
る
こと

【R
6.

7事
務
連
絡
】

予
定
価
格
の
適
切

な
設
定

新 規 契 約

○
管
理
者
等
は
、事

業
者
が
実
際
に
用
い
る
財
・サ
ー
ビス
の
市
場
価
格
が
的
確
に
反
映
され

る
物
価
指
数
を
採
用
す
る
こと
が
必
要
で
あ
る
こと

○
具
体
的
に
は
以
下
が
望
ま
しい
こと

・市
場
価
格
に
対
す
る
感
応
度
が
高
い
物
価
指
数
を
採
用
す
る
こと

・対
象
業
務
ご
と、
対
象
費
用
項
目
ご
と、
対
象
地
域
ご
とに
連
動
した
物
価
指
数
を
採
用
す
る
こと

・あ
らか
じめ
入
札
説
明
書
等
に
物
価
指
数
の
案
を
明
示
した
上
で
、事

業
者
との
協
議
に
よ
り決

定
す
る
こと

○
採
用
す
る
物
価
指
数
に
つ
い
て
、適

当
な
物
価
指
数
の
選
択
が
難
しい
場
合
に
も
丁
寧
な
検
討
を
行
うこ
とが
望
ま
しい
こと

【契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
】

○
採
用
す
る
物
価
指
数
は
、入

札
説
明
書
等
に
限
らず
で
き
る
限
り早

く明
示
す
る
こと
が
望
ま
しい
こと

【R
6.

7事
務
連
絡
】

市
場
価
格

を
的
確
に
反

映
す
る
物

価
指
数
の

採
用

物 価 変 動 に 基 づ く

サ ー ビ ス 対 価 改 定

○
サ
ー
ビス
対
価
改
定
の
基
準
時
点
を
契
約
締
結
日
の
ほ
か
契
約
締
結
日
よ
りも
前
の
入
札
公
告
日
等
とす
る
こと
が
考
え
られ

る
こと

○
サ
ー
ビス
対
価
改
定
の
基
準
時
点
を
契
約
締
結
日
よ
りも
前
の
入
札
公
告
日
等
とす
る
こと
に
より
、物

価
変
動
を
よ
り的

確
に
反
映
し
事
業
者
の

負
担
す
る
物
価
変
動
リス
クを
減
じる
こと
が
で
き
る
と考

え
られ

る
こと

【契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
】

○
サ
ー
ビス
対
価
改
定
の
基
準
時
点
に
つ
い
て
は
、入

札
公
告
日
に
限
らず
、債

務
負
担
行
為
設
定
日
、入

札
日
そ
の
他
特
定
の
時
点
又
は
期
間
と

す
る
こと
も
差
し
支
え
な
い
こと

【R
6.

7事
務
連
絡
】

○
サ
ー
ビス
対
価
の
改
定
の
基
準
時
点
は
、実

施
方
針
等
に
お
い
て
明
示
す
る
こと
が
望
ま
しい
こと

【プ
ロ
セ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
】【
契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
】

サ
ー
ビス

対
価
改
定

の
基
準
時

点

※
プロ
セ
ス
ガ
イド
ライ
ン︓

「P
FI
事
業
実
施
プロ
セ
ス
に
関
す
るガ
イド
ライ
ン」

契
約
ガ
イド
ライ
ン︓

「契
約
に
関
す
るガ
イド
ライ
ン
－

PF
I事
業
契
約
に
お
け
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
－
」

R6
.7
事
務
連
絡
︓
「P

FI
事
業
に
お
け
る
民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
の
最
大
化
と適

正
利
益
が
確
保
され
る
環
境
構
築
の
推
進
に
つ
い
て
」

R7
.3
通
知
︓
「P

PP
/P

FI
事
業
に
お
け
る
物
価
上
昇
の
影
響
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
通
知
）
」

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
の

一
部

改
正
等

の
概
要
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○
管
理
者
等
は
、サ
ー
ビス
対
価
改
定
に
適
切
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こと

○
管
理
者
等
は
、事

業
者
か
ら契

約
変
更
の
協
議
の
申
出
が
あ
った
場
合
に
は
適
切
に
協
議
に
応
じる
こと
等
に
よ
り、
状
況
に
応
じた
必
要
な
契
約

変
更
を
実
施
す
る
な
ど、
適
切
な
対
応
を
図
る
こと
が
必
要
で
あ
る
こと

○
契
約
変
更
に
つ
い
て
、管

理
者
等
に
不
利
とな
る
も
の
は
認
め
られ

な
い
との
考
え
方
も
あ
る
が
、事

業
に
お
け
る
当
初
の
官
民
の
リス
ク分

担
、物

価
変
動
の
影
響
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、契

約
変
更
を
して
当
該
事
業
の
実
施
を
継
続
す
る
方
が
新
た
に
事
業
者
選
定
を
行
うよ
りも
管
理
者
等
に
とっ

て
有
利
と考

え
られ

る
場
合
に
は
、契

約
変
更
が
認
め
られ

る
と考

え
られ

る
こと

【契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
】

○
契
約
変
更
が
管
理
者
等
に
とっ
て
有
利
か
どう
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、契

約
変
更
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
、サ
ー
ビス
対
価
の
増

加
、契

約
変
更
の
手
間
及
び
契
約
変
更
を
実
施
しな

い
場
合
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
、工

期
の
遅
延
又
は
サ
ー
ビス
水
準
の
低
下
の
お
そ
れ
・新
た

な
民
間
事
業
者
の
選
定
が
必
要
とな
った
場
合
に
お
け
る
サ
ー
ビス
対
価
の
増
加
、選

定
の
手
間
を
勘
案
して
総
合
的
に
判
断
す
る
こと

【R
6.

7事
務
連
絡
】

○
「状
況
に
応
じた
必
要
な
契
約
変
更
」に
は
、物

価
変
動
に
基
づ
くサ
ー
ビス
対
価
の
改
定
条
項
が
存
在
しな

い
場
合
の
そ
の
新
設
、予

定
価
格
の

算
出
時
点
及
び
サ
ー
ビス
対
価
改
定
の
基
準
時
点
の
設
定
等
も
含
ま
れ
る
こと

【R
7.

3通
知
】

契
約
締
結
後
の

契
約
変
更

既 存 契 約

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
の

一
部

改
正

等
の

概
要

※
プロ
セ
ス
ガ
イド
ライ
ン︓

「P
FI
事
業
実
施
プロ
セ
ス
に
関
す
るガ
イド
ライ
ン」

契
約
ガ
イド
ライ
ン︓

「契
約
に
関
す
るガ
イド
ライ
ン
－

PF
I事
業
契
約
に
お
け
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
－
」

R6
.7
事
務
連
絡
︓
「P

FI
事
業
に
お
け
る
民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
の
最
大
化
と適

正
利
益
が
確
保
され
る
環
境
構
築
の
推
進
に
つ
い
て
」

R7
.3
通
知
︓
「P

PP
/P

FI
事
業
に
お
け
る
物
価
上
昇
の
影
響
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
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「「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」 

（令和７年 11月 21日閣議決定）（抜粋） 

第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策 

第１節 生活の安全保障・物価高への対応 

１．足元の物価高への対応 

（３）物価上昇を踏まえた官公需の価格転嫁の徹底 

 

国又は地方公共団体から民間への請負契約等の官公需においても、物価上昇等

を踏まえた単価の見直しを行う。国又は地方公共団体は、単価、発注における予定

価格等が、最低賃金の上昇やエネルギー代金の値上がりに対応できるよう、必要と

なる予算を確保するとともに、「重点支援地方交付金」を活用し、地方公共団体の

公共調達における労務費を含めた価格転嫁の円滑化にも対応する。また、公共事業

等については、労務費確保の必要性や近年の資材価格の高騰の影響等を考慮しな

がら適切な価格転嫁を図りつつ、必要な事業量を確保し、社会資本整備を着実に進

める。 

 

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 4に基づき閣議決定さ

れている「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の中で実施が明記されてい

る「物価上昇に伴うスライド対応」、「期中改定」5等の徹底を進める。また、地域

経済に与える影響が大きな官公需における価格転嫁を一層推進し、国と地方を含

めた官で率先垂範していくため、各組織における価格交渉・転嫁等への対応状況に

ついて、中小企業の目線に立った新たな評価の在り方を 2025 年度中に検討する。 

 

入札制度の適切な運用により、受注企業の労務費、原材料費等のコスト増加分が

価格転嫁され、賃上げ原資の確保につながることが必要であり、最低制限価格制度

及び低入札価格調査制度について、それぞれの基準を見直すことを含め、各制度の

趣旨に則った対応を徹底する。 

 

国において、低入札価格調査制度を適切に運用するよう改めるとともに、工事以

外の請負契約にもその導入を拡大する。同制度の運用を見直しても現状が改善さ

れない場合、最低制限価格制度の導入も含めた抜本的改革も検討する。 

 

また、地方公共団体において、工事契約以外の請負契約について、最低制限価格

制度及び低入札価格調査制度の導入が進んでいない実態が 2025年９月に公表され

た総務省の調査 6でも明らかとなった。事業所管省庁において主要な業種の価格基

準を 2025年度中に策定するほか、先行事例の横展開などを通じて、工事関係での

速やかな導入の徹底に加え、工事契約以外の請負契約にも拡大を図る。 

 
4 昭和 41 年法律第 97 号。 
5 期中改定とは、物件及び役務の契約の途中で、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実勢価格に変化が

生じた場合の条項をあらかじめ契約に入れることや、受注者から申出があった場合に迅速かつ適切に協議
を行うこと等を指す。 

6 総務省「低入札価格調査制度及び最低制限価格制度に関する実態調査」。 


